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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デバイスを収容し、光ファイバを保持するスリーブと溶接されてなる第１の側壁と下板
を備えるパッケージと、
　前記パッケージが取り付けられる取付面を有する筐体と、
　前記第１の側壁よりも外側に突き出した前記下板の一辺からなる第１の突出し部と、
　前記パッケージと別体であり、前記第１の突出し部に当接して、前記パッケージを前記
筐体に押し付ける押圧力を発生させる押圧部を有する第１のパッケージ固定部と、を備え
、
　前記第１のパッケージ固定部は、板状の部品であって、前記第１の突出し部の板厚より
も厚く、前記第１の突出し部と当接する傾斜面を有し、前記第１の突出し部は、前記取付
面と前記傾斜面との間に挟まれてなり、且つ前記第１の突出し部が前記傾斜面により前記
取付面の側に押圧されてなる装置。
【請求項２】
　前記パッケージは、前記第１の側壁と対をなす第２の側壁よりも外側に突き出した前記
下板の一辺からなる第２の突出し部を有し、
　前記パッケージと別体であり、前記第２の突出し部に当接して、前記パッケージを前記
筐体に押し付ける押圧力を発生させる押圧部を有する第２のパッケージ固定部を備え、
　前記第２のパッケージ固定部は、板状の部品であって、前記第２の突出し部の板厚より
も厚く、前記第２の突出し部と当接する傾斜面を有し、前記第２の突出し部は、前記取付
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面と前記傾斜面との間に挟まれてなり、且つ前記第２の突出し部が前記傾斜面により前記
取付面の側に押圧されてなる、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記パッケージは、前記第１の側壁及び前記取付面と直交する第３の側壁よりも外側に
突き出した前記下板の一辺からなる第３の突出し部を有し、
　前記パッケージと別体であり、前記第３の突出し部に当接して、前記パッケージを前記
筐体に押し付ける押圧力を発生させる押圧部を有する第３のパッケージ固定部を備え、
　前記第３のパッケージ固定部は、板状の部品であって、前記第３の突出し部の板厚より
も厚く、前記第３の突出し部と当接する傾斜面を有し、前記第３の突出し部は、取付面と
前記傾斜面との間に挟まれてなり、且つ前記第３の突出し部が前記傾斜面により前記取付
面の側に押圧されてなる、請求項１又は２に記載の装置。
【請求項４】
　デバイスが収容され、光ファイバを保持するスリーブと溶接されてなる第１の側壁と下
板から構成されたパッケージと、
　前記パッケージとは別に構成された第１のパッケージ固定部に当接され、前記第１の側
壁よりも外側に突き出した前記下板の一辺からなる第１の突出し部と、
　前記第１の側壁と対をなす第２の側壁よりも外側に突き出した前記下板の一辺からなる
第２の突出し部と、
　前記パッケージと別体であり、前記第１の側壁と対をなす前記第２の側壁よりも外側に
突き出した貫通孔を有する第２のパッケージ固定部と、を備え、
　前記第２のパッケージ固定部は、板状の部品であって、前記第２の突出し部の板厚より
も厚く、前記第２の突出し部と当接する傾斜面を有し、前記第２の突出し部は、取付面と
前記傾斜面との間に挟まれてなり、且つ前記第２の突出し部が前記傾斜面により前記取付
面の側に押圧されてなる装置。
【請求項５】
　デバイスを収容し、光ファイバを保持するスリーブと溶接されてなる第１の側壁と下板
を備えるパッケージと、
　前記パッケージが取り付けられる取付面を有する筐体と、
　前記第１の側壁よりも外側に突き出した前記下板の一辺からなる第１の突出し部と、
　前記パッケージと別体であり、前記筐体と一体化され、前記パッケージを前記筐体に押
し付ける押圧力を発生させる押圧部を有する第１のパッケージ固定部と、を備え、
　前記第１のパッケージ固定部は、フック状の形状を有し、
　前記第１の突出し部は、前記取付面と前記第１のパッケージ固定部との間に挟まれてな
り、且つ前記第１の突出し部が前記第１のパッケージ固定部により前記取付面の側に押圧
されてなる装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光デバイスを収容したパッケージが筐体に取り付けられた光学装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、半導体素子を内設した光半導体モジュールが記載されている。この光
半導体モジュールは、レーザダイオード素子といった複数の光部品を収容するケース本体
を備えている。ケース本体の長手方向の両端には、一対のフランジが設けられている。こ
のフランジには貫通穴が形成され、筐体への光半導体モジュールの固定に利用される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平５－３２７０３１号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　光デバイスの多くは、フランジを有するパッケージに収容され、フランジに形成された
貫通穴を利用して筐体にねじ止めされている。このフランジは、パッケージの側部に設け
られる電極リードとの干渉を避けるため、特許文献１に記載されたようにパッケージの長
手方向における両端部に配置される場合がある。しかし、パッケージから突出するフラン
ジが存在すると、光デバイスの組み立てにおける作業性を低下させる場合があった。
【０００５】
　そこで、本発明は、組み立て作業性の低下を抑制可能な光学装置を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一側面に係る光学装置は、光デバイスを収容し、光デバイスと光学的に接続さ
れる光ファイバが取り付けられる貫通窓が前端面に設けられた箱状のパッケージと、パッ
ケージが取り付けられる取付面を有する筐体と、前端面から取付面に沿って突出するよう
に配置された第１のフランジ部と、パッケージに当接してパッケージを筐体に押し付ける
押圧力を発生させる押圧部とを有するパッケージ固定部と、を備え、パッケージ固定部は
、パッケージと別体である。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、組み立て作業性の低下を抑制可能な光学装置を提供される。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、本発明の第１実施形態に係る光学装置を示す図である。
【図２】図２は、光学装置を組み立てる主要な工程を示すフロー図である。
【図３】図３は、図２のフロー図に示された各工程の様子を示す側面図である。
【図４】図４は、本発明の第２実施形態に係る光学装置を示す図である。
【図５】図５は、光学装置を組み立てる主要な工程を示すフロー図である。
【図６】図６は、図５のフロー図に示された各工程の様子を示す側面図である。
【図７】図７は、変形例１に係る光学装置を示す図である。
【図８】図８は、変形例２に係る光学装置を示す図である。
【図９】図９は、変形例２に係る光学装置を示す図である。
【図１０】図１０は、変形例３に係る光学装置を示す図である。
【図１１】図１１は、比較例に係る光学装置を組み立てる各工程の様子を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
［本願発明の実施形態の説明］
　最初に本願発明の実施態様を列記して説明する。
【００１０】
　本願の光学装置は、デバイスを収容し、第１の側壁と下板を備えるパッケージと、パッ
ケージが取り付けられる取付面を有する筐体と、第１の側壁よりも外側に突き出した下板
の一辺からなる第１の突出し部と、第１の突出し部に当接して、パッケージを筐体に押し
付ける押圧力を発生させる押圧部を有する第１のパッケージ固定部と、を備え、パッケー
ジ固定部は、パッケージと別体である。
【００１１】
　この構成によれば、光デバイスを収容したパッケージが、パッケージ固定部の押圧力に
より筐体側に押し付けられて筐体に対して固定される。ここで、パッケージ固定部は、パ
ッケージと別体である。換言すると、パッケージは、前端面から取付面に沿って突出する
ように配置されたパッケージ固定部を有していない。従って、パッケージの組み立て時に
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おいてパッケージにはパッケージ固定部がないので、パッケージへ光ファイバを接続する
といった組み立て作業性の低下を抑制できる。
【００１２】
　押圧部は、第１のパッケージ固定部のパッケージ側の端部に形成され、第１の突出し部
は、取付面と押圧部とにより挟持されていてもよい。この構成によれば、パッケージの第
１の突出し部が取付面と押圧部とに挟持されているため、第１の突出し部が押圧部により
取付面側に押圧されている。従って、パッケージを筐体に対して確実に固定することがで
きる。
【００１３】
　パッケージは、第１の側壁と対をなす第２の側壁よりも外側に突き出した下板の一辺か
らなる第２の突出し部を有し、第２の突出し部に当接して、パッケージを筐体に押し付け
る押圧力を発生させる押圧部を有する第２のパッケージ固定部と、備えることとしてもよ
い。この構成によれば、第２の側壁側においてもパッケージを固定する構成を有している
ため、パッケージを筐体に対してより確実に固定することができる。
【００１４】
　パッケージは、第１の側壁及び取付面と直交する第３の側壁よりも外側に突き出した下
板の一辺からなる第３の突出し部を有し、第３の突出し部に当接して、パッケージを筐体
に押し付ける押圧力を発生させる押圧部を有する第３のパッケージ固定部と、備えること
としてもよい。この構成によれば、第３の側壁側においてもパッケージを固定する構成を
有しているため、パッケージを筐体に対してより確実に固定することができる。
【００１５】
　第２のパッケージ固定部および第３のパッケージ固定部の少なくとも１つは、筐体と別
体であってもよい。この構成によれば、パッケージ固定部は、筐体及びパッケージとは別
の部品である。従って、筐体、パッケージ及びパッケージ固定部の形状を単純化できるの
で、光学装置を容易に製造することができる。
【００１６】
　パッケージ固定部と筐体とは一体であってもよい。この構成によれば、筐体に対してパ
ッケージを取り付ける際に、パッケージ固定部を筐体に取り付ける必要がない。従って、
光学装置の組み立て工程を簡素化できる。
【００１７】
　また、本願の装置は、デバイスを収容し、第１の側壁および第１の側壁と対をなす第２
の側壁からなるパッケージと、パッケージが取り付けられる取付面を有する筐体と、パッ
ケージに当接してパッケージを筐体に押し付ける押圧力を発生させる押圧部を有するパッ
ケージ固定部と、を備え、パッケージ固定部は、パッケージと別体であり、第１の側壁か
ら取付面に配置された第１のフランジ部と、第２の側壁に配置された第２のフランジ部を
更に有し、押圧部は、第１のフランジ部と第２のフランジ部とを連結すると共に、取付面
と平行なパッケージの上面に配置されて、パッケージを筐体の取付面側に押し付ける。こ
の構成によれば、パッケージ固定部の押圧部がパッケージの上面を押圧するため、パッケ
ージから取付面に沿って突出する突出し部を形成する必要がない。従って、パッケージの
形状を簡素化することができる。
【００１８】
　また、本願の装置は、デバイスが収容され、第１の側壁と下板から構成されたパッケー
ジと、パッケージとは別に構成された第１のパッケージ固定部に当接され、第１の側壁よ
りも外側に突き出した下板の一辺からなる第１の突出し部と、第１の側壁と対をなす第２
の側壁よりも外側に突き出した貫通孔を有する第２のパッケージ固定部と、を備える。
【００１９】
［本願発明の実施形態の詳細］
＜第１実施形態＞
　本発明に係る光学装置の具体例を、以下に図面を参照しつつ説明する。なお、本発明は
これらの例示に限定されるものではなく、特許請求の範囲によって示され、特許請求の範
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囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。また、図面の
説明において同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【００２０】
　図１の（ａ）部は、本発明の一実施形態に係る光学装置１を示す平面図であり、図１の
（ｂ）部は、（ａ）部のＩ－Ｉ線に沿った光学装置１の断面図である。図１に示されるよ
うに、光学装置１は、筐体２と、筐体２に取り付けられたパッケージ３と、筐体２にパッ
ケージ３を固定するパッケージ固定部４とを備えている。筐体２は、パッケージ３、図示
しないその他の光学部品や電子基板などを収容する金属製の箱である。筐体２は、パッケ
ージ３等を機械的に固定するためのねじ穴が複数設けられたベースを有している。また、
筐体２は、パッケージ３を取り付けたときにパッケージ３と当接する取付面２ａを有して
いる。
【００２１】
　パッケージ３は、その内部にレーザダイオードといった光デバイス６を収容して保護す
るものである。また、パッケージ３は、光デバイス６と光ファイバ７との間の位置関係を
保持し、光デバイス６と光ファイバ７とを互いに光学的に接続するものである。パッケー
ジ３は、たとえば鉄－ニッケル－コバルト合金からなる金属製の箱状を有する。より詳細
には、パッケージ３は、パッケージ本体８を有し、パッケージ本体８には光ファイバ７を
パッケージ本体８に取り付けるための接続スリーブ９が溶接されている。パッケージ本体
８は、光ファイバ７が取り付けられる前端面（第１の側壁）８ａと、前端面８ａと対をな
す後端面（第２の側壁）８ｂとを有している。更にパッケージ本体８は、前端面８ａと後
端面８ｂとを連結する一対の側面８ｃと、筐体２の取付面２ａと当接する裏面（下板）８
ｄと、裏面８ｄと対をなす上面８ｅとを有している。このパッケージ３は、例えば、前端
面８ａから後端面８ｂまでの距離（長さ）が２０ｍｍであり、一対の側面８ｃ間の距離（
幅）が１０ｍｍであり、裏面８ｄから上面８ｅまでの距離（高さ）が８ｍｍである。また
、一対の側面８ｃには、光デバイス６と電気的に接続される複数のリード１０が設けられ
ている。リード１０は、図示しないフィードスルーを介して、パッケージ本体８に機械的
に接続されている。
【００２２】
　前端面８ａには、光ファイバ７を取り付けるための貫通窓部１１が形成されている。光
ファイバ７は、貫通窓部１１に取り付けられた接続スリーブ９を介して、パッケージ３に
対して機械的に固定されている。この接続スリーブ９は、たとえば鉄－クロム－ニッケル
合金からなる金属製であり、貫通窓部１１に対してレーザ溶接されている。前端面８ａか
らは、第１の突出し部１２が取付面２ａに沿って突出している。本実施形態では、第１の
突出し部１２は、裏面８ｄの一部であり、前端面８ａからの突出し長さＡ１は、貫通窓部
１１の突出し長さＡ２と略同じ又はそれよりも短い。
【００２３】
　筐体２の取付面２ａ上には、パッケージ固定部４が取り付けられている。パッケージ固
定部４は、板状の部品であり、一対のねじ穴が形成されている。このパッケージ固定部４
は、パッケージ３及び筐体２とは別体とされている。パッケージ固定部４は、前端面８ａ
側から取付面２ａに沿って突出するように配置された第１のフランジ部（第１のパッケー
ジ固定部）４ａを有している。この第１のフランジ部４ａにおけるパッケージ３の端部に
は傾斜面（押圧部）４ｂが形成され、傾斜面４ｂが第１の突出し部１２と当接している。
ここで、光学装置１の構成部品における寸法公差や固定強度を考慮すると、パッケージ固
定部４は、第１の突出し部１２の板厚よりも厚くし、第１の突出し部１２と当接する部分
は傾斜面４ｂとすることが好ましい。筐体２の取付面２ａと第１のフランジ部４ａの傾斜
面４ｂとの間に第１の突出し部１２が配置されている。そして、ねじ穴に挿入されたねじ
１４を締め付けると、傾斜面４ｂと取付面２ａとの間の隙間が小さくなり、第１の突出し
部１２が挟持される。
【００２４】
　また、後端面８ｂからは、一対の後端フランジ１６が取付面２ａに沿って突出している
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。本実施形態では、後端フランジ１６は、裏面８ｄの一部である。後端面８ｂからの突出
し長さＡ３は、第１の突出し部１２の突出し長さＡ１よりも長い。また、後端フランジ１
６のそれぞれには、ねじ１７を挿通するための貫通穴が形成されている。
【００２５】
　次に、図２及び図３を参照しつつ、光学装置１の組立工程について説明する。図２は、
光学装置１を組み立てる主要な工程を示すフロー図である。図３は、図２のフロー図に示
された各工程の様子を示す側面図である。
【００２６】
　まず、図３の（ａ）部に示されるように、パッケージ本体８に光ファイバ７が挿入され
ている接続スリーブ９を取り付ける。貫通窓部１１に接続スリーブ９を当接させた状態で
、貫通窓部１１と接続スリーブ９との当接部１１ａにＹＡＧレーザＹを照射する（工程Ｓ
１）。このとき、レーザ装置１８の位置は固定し、接続スリーブ９とパッケージ本体８と
を回転させつつ、貫通窓部１１と接続スリーブ９との間の円周状の当接部１１ａにＹＡＧ
レーザＹを照射する。このレーザ照射は、連続的であってもよいし、スポット状に照射し
てもよい。この工程Ｓ１により、パッケージ３が完成する。
【００２７】
　続いて、図３の（ｂ）部に示されるように、パッケージ３を筐体２に取り付ける。まず
、パッケージ３を筐体２の取付面２ａに載置した後に位置合わせを行う（工程Ｓ２）。次
に、後端フランジ１６のねじ穴にねじ１７を挿入して、後端フランジ１６を筐体２にねじ
止めする。続いて、図３の（ｃ）部に示されるように、第１の突出し部１２にパッケージ
固定部４の傾斜面４ｂを当接させるようにして、パッケージ固定部４を配置する。そして
、パッケージ固定部４の貫通穴にねじ１４を挿入して、パッケージ固定部４を筐体２にね
じ止めする（工程Ｓ３）。以上の工程Ｓ１～Ｓ３を経て、光学装置１が完成する。
【００２８】
　ここで、比較例に係る光学装置の組立工程について説明する。図１１は、比較例に係る
光学装置１００を組み立てる各工程の様子を示す図である。図１１の（ａ）部に示される
ように、比較例に係る光学装置１００も、パッケージ１０１に対して光ファイバ１０２を
保持した接続スリーブ１０３を溶接して固定する。このパッケージ１０１は、接続スリー
ブ１０３が取り付けられる前端面１０４に設けられた２個のフランジ１０６を有している
。このフランジ１０６は、リード１０８とのオーバーラップを避けるように配置されるた
め、外部光学系の組み立て時に、ＹＡＧ溶接の障害となる虞がある。例えば、図１１の（
ｂ）部に示されるように、ＹＡＧレーザＹを照射する位置を変更するためにパッケージ１
０１を回転させると、ＹＡＧレーザＹの光路上にフランジ１０６が位置することがある。
従って、比較例に係る光学装置１００では、接続スリーブ１０３と貫通窓部１０７とが当
接する円周状の当接部において、レーザ溶接が実施可能な領域Ｐ１と、レーザ溶接が実施
できない領域Ｐ２とが存在することになる。
【００２９】
　一方、光学装置１によれば、光デバイス６を収容したパッケージ３が、パッケージ固定
部４の押圧力により筐体２側に押し付けられて筐体２に対して固定される。ここで、第１
のフランジ部４ａを有するパッケージ固定部４は、パッケージ３と別体である。換言する
と、パッケージ３は、前端面８ａから取付面２ａに沿って突出するように配置された第１
のフランジ部４ａを有していない。従って、第１のフランジ部４ａを有するパッケージ固
定部４を後付け部品とすることにより、パッケージ３の組み立て時においてパッケージ３
には第１のフランジ部４ａがないので、パッケージ３へ光ファイバ７を接続するといった
組み立ての作業性の低下を抑制できる。
【００３０】
　例えば、図３の（ａ）部に示されるように、光学装置１では、ＹＡＧレーザＹに干渉す
る場合があるパッケージ固定部４がパッケージ３から分離可能に構成されているため、レ
ーザ溶接時においてレーザ装置１８と当接部１１ａとの間には、ＹＡＧレーザＹを遮る部
材が存在しない。そして、接続スリーブ９とパッケージ本体８とを回転させたとしても、
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レーザ装置１８と当接部１１ａとの間においてＹＡＧレーザＹが遮られることがない。従
って、溶接性の自由度が向上し、レーザ溶接作業を容易に実施することが可能になる。更
に、所望の箇所についてレーザ溶接を実施することが可能であるため、接続スリーブ９と
貫通窓部１１とが当接する円周状の当接部１１ａにおいて、均等な間隔を持って溶接する
ことが可能になる。従って、溶接に起因して接続スリーブ９とパッケージ３との間に生じ
得る内部応力により、パッケージ３への接続スリーブ９の固定姿勢が傾くことを抑制でき
る。また、均等な間隔を持って溶接することが可能になることで、溶接強度を均等に保つ
ことができる。また、これにより、ユーザによる種々のフランジ位置の要求に柔軟に対応
させることができる。
【００３１】
　また、パッケージ３は、第１の突出し部１２を有し、傾斜面４ｂは、パッケージ固定部
４のパッケージ３側の端部に形成されている。第１の突出し部１２は、取付面２ａと傾斜
面４ｂとにより挟持されている。この構成によれば、パッケージ３の第１の突出し部１２
が取付面２ａと傾斜面４ｂとに挟持されているため、第１の突出し部１２が傾斜面４ｂに
より取付面２ａ側に押圧されている。従って、パッケージ３を筐体２に対して確実に固定
することができる。
【００３２】
　パッケージ固定部４は、筐体２と別体である。この構成によれば、パッケージ固定部４
は、筐体２及びパッケージ３とは別の部品である。従って、筐体２、パッケージ３及びパ
ッケージ固定部４の形状を単純化できるので、光学装置１を容易に製造することができる
。
【００３３】
＜第２実施形態＞
　第２実施形態に係る光学装置１Ａについて説明する。図４の（ａ）部は本発明の第２実
施形態に係る光学装置１Ａを示す平面図であり、図４の（ｂ）部は光学装置１Ａの側面図
である。光学装置１Ａは、パッケージ３を覆うように配置されたパッケージ固定部１９を
有する点で、第１実施形態に係る光学装置１と相違する。以下、パッケージ固定部１９に
ついて詳細に説明する。
【００３４】
　パッケージ固定部１９は、前端面８ａから上面８ｅを経て後端面８ｂに亘ってパッケー
ジ３を覆っている。より詳細には、パッケージ固定部１９は、前端面８ａ側から取付面２
ａに沿って突出するように配置された第１のフランジ部２１と、後端面８ｂ側から取付面
２ａに沿って突出するように配置された第２のフランジ部２２と、第１のフランジ部２１
と第２のフランジ部２２とを連結する押圧部２３とを有している。第１のフランジ部２１
及び第２のフランジ部２２は、一対の側面（第３の側壁）８ｃが対向する方向に離間して
２個配置されている。そして、第１のフランジ部２１及び第２のフランジ部２２のそれぞ
れには、平面視してＵ字状のねじ配置部Ｂが形成されている。
【００３５】
　図４の（ｂ）部に示されるように、押圧部２３は、側面視して断面コ字状を有し、前面
部２３ａと、後面部２３ｂと、上面部２３ｃとを有している。前面部２３ａは、第１のフ
ランジ部２１におけるパッケージ３側の端部から上面８ｅ側に亘って延在している。後面
部２３ｂは、第２のフランジ部２２におけるパッケージ３側の端部から上面８ｅ側に亘っ
て延在している。上面部２３ｃは、前面部２３ａと後面部２３ｂとを連結するように上面
８ｅ上において延在している。
【００３６】
　ここで、上面部２３ｃには、溝Ｃ（図４の（ａ）部参照）が形成され、この溝Ｃにより
、上面部２３ｃの一部が片持ち梁状のバネ部Ｓになっている。このバネ部Ｓは、パッケー
ジ３側に僅かに折り曲げられている。より詳細には、パッケージ固定部１９が筐体２に取
り付けられていない状態において、バネ部Ｓと、第１のフランジ部２１及び第２のフラン
ジ部２２との間の高さ方向に沿った距離は、パッケージ３の高さよりも僅かに小さい。こ
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のようなバネ部Ｓによれば、パッケージ固定部１９を筐体２に取り付けたときに、バネ部
Ｓがパッケージ３の上面８ｅに押圧されて変形するため、パッケージ３を筐体２側に押し
付ける力Ｆがバネ部Ｓに生じる。従って、パッケージ３を確実に筐体２に固定することが
できる。
【００３７】
　次に、図５及び図６参照しつつ、光学装置１Ａの組立工程について説明する。図５は、
光学装置１Ａを組み立てる主要な工程を示すフロー図である。図６は、図５のフロー図に
示された各工程の様子を示す側面図である。
【００３８】
　まず、図６の（ａ）部に示されるように、パッケージ本体８に光ファイバ７が挿入され
ている接続スリーブ９を取り付ける。貫通窓部１１に接続スリーブ９を当接させた状態で
、貫通窓部１１と接続スリーブ９との当接部１１ａにＹＡＧレーザＹを照射する（工程Ｓ
４）。このとき、レーザ装置１８の位置は固定し、接続スリーブ９とパッケージ本体８と
を回転させつつ、貫通窓部１１と接続スリーブ９との間の円周状の接触部にレーザを照射
する。このレーザ照射は、連続的であってもよいし、スポット状に照射してもよい。この
工程Ｓ１により、パッケージ３が完成する。
【００３９】
　続いて、図６の（ｂ）部に示されるように、パッケージ３を筐体２に取り付ける。まず
、パッケージ３を筐体２の取付面２ａに載置した後に位置合わせを行う（工程Ｓ５）。続
いて、図６の（ｃ）部に示されるように、パッケージ３を覆うようにパッケージ固定部１
９を取り付ける（工程Ｓ６）。続いて、図６の（ｄ）部に示されるように、第１のフラン
ジ部２１をねじ１４により筐体２に固定すると共に、第２のフランジ部２２をねじ１７に
より筐体２に固定する（工程Ｓ７）。このとき、ねじ１４，１７を締め付けると、上面部
２３ｃとパッケージ３の上面８ｅとの間の隙間が小さくなり、板ばねＳが変形させられる
。そしてこの板ばねＳの変形により、パッケージ３を筐体２の取付面２ａ側に押し付ける
力Ｆが発生して、パッケージ３が筐体２に固定される。以上の工程Ｓ４～Ｓ７を経て、光
学装置１Ａが完成する。
【００４０】
　本実施形態に係る光学装置１Ａによれば、第１実施形態に係る光学装置１と同様に、組
み立て作業性を低下させるフランジがパッケージ３に設けられていない。これにより、ユ
ーザによる種々のフランジ位置の要求に柔軟に対応させることができる。従って、第１実
施形態に係る光学装置１と同様の効果を得ることができる。
【００４１】
　また、光学装置１Ａによれば、パッケージ固定部１９の押圧部２３がパッケージ３の上
面８ｅを押圧するため、パッケージ３から取付面２ａに沿って突出する突出し部を形成す
る必要がない。従って、パッケージ３の形状を簡素化することができる。
【００４２】
　本発明は、前述した実施形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変
形が可能である。
【００４３】
＜変形例１＞
　図７の（ａ）部は変形例１に係る光学装置１Ｂを示す図であり、図７の（ｂ）部は光学
装置１Ｂの側面図である。図７の（ａ）部及び（ｂ）部に示されるように、光学装置１Ｂ
は、パッケージ３Ｂが、第１の突出し部１２に加えて第２の突出し部２４と第３の突出し
部２６とを有し、パッケージ固定部４Ｂが、第１のフランジ部４ａ及び傾斜面４ｂに加え
てねじ２７により筐体２に固定される第２のフランジ部（第２のパッケージ固定部）４ｃ
と、ねじ２８により筐体２に固定される第３のフランジ部（第３のパッケージ固定部）４
ｄとを有していてもよい。第２の突出し部２４は、パッケージ３の後端面８ｂ側から取付
面２ａに沿って突出している。第３の突出し部２６は、パッケージ３の側面８ｃ側から取
付面２ａに沿って突出している。第２の突出し部２４及び第３の突出し部２６は、第１の
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突出し部１２と同等の突出し長さを有している。
【００４４】
　そして、第２の突出し部２４上には第２のフランジ部４ｃが配置され、第２の突出し部
２４は第２のフランジ部４ｃの傾斜面Ｎと取付面２ａとにより挟まれて保持されている。
第２のフランジ部４ｃは、一対の側面８ｃ間の距離Ａ４よりも短い長さＡ５を有し、第２
の突出し部２４の一部分を覆っている。また、第３の突出し部２６上には第３のフランジ
部４ｄが配置され、第３の突出し部２６は第３のフランジ部４ｄの傾斜面（不図示）と取
付面２ａとにより挟まれて保持されている。第３のフランジ部４ｄの長手方向の長さＡ６
は、前端面８ａから後端面８ｂまでの長さＡ７よりも大きく、第３の突出し部２６の全体
を覆っている。
【００４５】
　このように、複数の突出し部を形成することにより、フランジ配置の選択性を向上させ
ることができる。すなわち、ユーザによる種々のフランジ位置の要求に柔軟に対応させる
ことができる。また、第１のフランジ部４ａ及び第２のフランジ部４ｃのように、第１の
突出し部１２及び第２の突出し部２４を部分的に覆うよう配置によれば、フランジを配置
する位置の自由度が向上するため、パッケージ３から突出する部分を避けるようにして第
１のフランジ部４ａ及び第２のフランジ部４ｃを配置することが可能になる。従って、パ
ッケージ３を筐体２に取り付けるときの作業性を向上させることができる。また、第３の
フランジ部４ｄのように、第３の突出し部２６の全体を覆う配置によれば、第３のフラン
ジ部４ｄにより第３の突出し部２６を確実に保持することができる。
【００４６】
＜変形例２＞
　図８及び図９は、変形例２に係る光学装置を示す図である。図８に示されるように、光
学装置１Ｃは、筐体２と一体化された第１のフランジ部２９を備えていてもよい。第１の
フランジ部２９は、前端面８ａに形成された第１の突出し部１２を保持するものであり、
筐体２の一部分をなすと共にフック状の形状を有している。パッケージ３を取り付けると
きには、パッケージ３の第１の突出し部１２を第１のフランジ部２９に引っかけるように
配置し、その後、後端フランジ１６を筐体２に対してねじ止めする。また、図９に示され
るように、光学装置１Ｄは、筐体２と一体化された第２のフランジ部３１を備えていても
よい。第２のフランジ部３１は、後端面８ｂに形成された第２の突出し部２４を保持する
ものであり、筐体２の一部分をなすと共にフック状の形状を有している。この場合には、
パッケージ３の第２の突出し部２４を第２のフランジ部３１に引っかけるように配置し、
その後、第１のフランジ部４ａを筐体２に対してねじ止めする。このような構成によれば
、フランジの配置が困難である箇所であっても、パッケージ３を筐体２に固定することが
できる。これにより、ユーザによる種々のフランジ位置の要求に柔軟に対応させることが
できる。
【００４７】
＜変形例３＞
　また、図１０は、変形例３に係る光学装置１Ｅ，１Ｆを示す図である。図１０に示され
るように、パッケージ固定部３２に設けられたフランジ部３３，３４，３７，３８は、配
置される位置や数をパッケージ３の形状等に応じて所望の位置に配置してもよい。例えば
、図１０の（ａ）部に示されるように、光学装置１Ｅのパッケージ固定部３２は、パッケ
ージ３の前端面８ａ側から取付面２ａに沿って突出するように設けられた一対のフランジ
部３３と、パッケージ３の側面８ｃ側から取付面２ａに沿って突出するように設けられた
一対のフランジ部３４とを有している。また、図１０の（ｂ）部に示されるように、光学
装置１Ｆのパッケージ固定部３６は、パッケージ３の前端面８ａ側から取付面２ａに沿っ
て突出するように設けられた１個のフランジ部３７と、パッケージ３の側面８ｃ側から取
付面２ａに沿って突出するように設けられた１個のフランジ部３８とを有している。また
、パッケージ固定部３６の押圧部３６ａに形成されるバネ部Ｓの数は、パッケージ３の重
量や形状又はホールド性（固定強度）等に応じて所望の数にすることができる。例えば、
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バネ部Ｓは、２個以上形成されていてもよいし、１個であってもよい。これにより、ユー
ザによる種々のフランジ位置の要求に柔軟に対応させることができる。
【符号の説明】
【００４８】
１，１Ａ，１Ｂ，１Ｃ，１Ｄ，１Ｅ，１Ｆ，１００…光学装置、２…筐体、２ａ…取付面
、３，３Ｂ，１０１…パッケージ、４，４Ｂ，３２，３６…パッケージ固定部、４ａ，２
１，２９…第１のフランジ部（第１のパッケージ固定部）、４ｂ，Ｎ…傾斜面、４ｃ，２
２，３１…第２のフランジ部（第２のパッケージ固定部）、４ｄ…第３のフランジ部（第
３のパッケージ固定部）、６…光デバイス、７，１０２…光ファイバ、８…パッケージ本
体、８ａ，１０４…前端面（第１の側壁）、８ｂ…後端面（第２の側壁）、８ｃ…側面（
第３の側壁）、８ｄ…裏面（下板）、８ｅ…上面、９，１０３…接続スリーブ、１０，１
０８…リード、１１，１０７…貫通窓部、１１ａ…当接部、１２…第１の突出し部、１６
…後端フランジ、１８…レーザ装置、１９…パッケージ固定部、２３，３６ａ…押圧部、
２３ａ…前面部、２３ｂ…後面部、２３ｃ…上面部、２４…第２の突出し部、２６…第３
の突出し部、３３，３４，３７，３８…フランジ部、１０６…フランジ、Ａ１，Ａ２，Ａ
３…突出し長さ、Ａ４…距離、Ａ５，Ａ６…長さ、Ｂ…ねじ配置部、Ｃ…溝、Ｆ…力、Ｐ
１…レーザ溶接が実施可能な領域、Ｐ２…レーザ溶接が実施できない領域、Ｓ…バネ部、
Ｙ…ＹＡＧレーザ。
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